
垂水区社会福祉協議会

お問い合わせ先

TEL 708-5151（内線361） FAX 709-1332

http://www.tarumi-csw.or.jp ✉info@tarumi-csw.or.jp

お気軽に
ご相談
ください

・事業立ち上げ助成

初年度のみ50,000円以内

・事業実施助成

年間50,000円以内

詳しくは裏面をご覧ください

●助成金について● 社協が立ち上げにかかる
お手伝いをいたします！

例えば…
・地域に出向いて事業の説明
・勉強会の開催
・感染症予防の助言
・書類作成のお手伝い



目的 垂水区内の小学生以上の子どもたちが地域で学び育つことができる居場所づくりのた
めの団体の活動を支援し、その活動に要する経費の一部を助成することで、子どもの居
場所づくりを推進する

定義 子どもの居場所とは、子どもや保護者などが無料または低額で参加でき、地域とふれあ
い、孤立を防止し、人間性・社会性を身につける機会となり、健やかな成長に繋がる交
流の場として開設されるもので、必要に応じて支援が必要な子どもを関係機関につなぐ
地域の拠点としての機能を有するものをいう

対象要件 (1) 垂水区内で、子ども食堂、学習支援、多世代交流などの子どもの居場所を、
おおむね年間6回以上開催すること

(2)  代表者、運営スタッフ、その他協力者等の人員5名以上を含む体制が整っていること
(3)  計画的に子どもの居場所が開催可能であり、自立的、継続的に運営できること
(4)  地域への適切な周知がなされ、1回あたりおおむね5名以上の子どもたちの参加が
見込まれること

(5)  参加する子どもたちが主に垂水区在住であること
(6)  地域の団体、機関等との円滑な連携のもとで運営ができること
(7)  安全面、衛生面について適切な配慮がされていること
(8)  子どもたちの情報を適切に管理すること
(9)  配慮を必要とする子どもに対し、団体の受け入れ状況等を鑑みて適切に行うこと
(10)参加費は実費(材料費)徴収までとすること

助成金額 ・事業立ち上げ助成 初年度のみ50,000円以内
・事業実施助成 年間 50,000円以内

対象経費 子どもの居場所の立ち上げまたは事業実施にかかる備品費、消耗品費、会場借上費、
講師謝金、材料費、印刷費、通信費、保険料等、その他理事長が必要と認める経費

申請方法 所定の用紙にご記入の上、本会へ提出

助成金の
交付

交付決定通知書を送付した後、申請書に記載された指定口座へ助成金を振込む

実施報告
及び精算

事業終了後1か月以内又は、翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、報告に必要
な書類を添付し本会へ提出
※中止または廃止など、余剰金が生じた場合は返還

【お問い合わせ先】
◆社会福祉法人神戸市垂水区社会福祉協議会 TEL：078-708-5151

FAX：078-709-1332

※報告時に必要なもの：
報告書兼事業経費精算報告書、領収書、写真・ちらし等活動状況がわかる資料

※申請時に必要なもの：実施計画書兼助成申請書、通帳のコピー


